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人吉球磨広域市町村圏

第 １ 章



１　人吉球磨地域の位置
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２　圏域の概要

(１)　行 政 区

(２)　沿    革

(３)　地 勢 等

(４)　人 口 動 態

　本圏の総人口は、昭和30年国調(157,215人)をピー
クに、以来昭和50年(116,862人)まで減少し続けてき
たが、昭和55年になると117,021人、増加率0.1%の僅
かながら増加に転じたものの、昭和60年には、
116,244人、平成12年104,697人、平成22年には、
94,727人、令和2年には、81,480人と減少が続いてい
る。年齢別構成をみると、昭和30年は正常なピラミッド
型を呈していたが、その後急速に高齢化が進み、およ
そ40歳を境に以下は減少、以上は増加という逆ピラ
ミッド型の傾向となっている。

　本圏域は総面積1536.57㎢で、うち森林面積は全体
の約82%を占めている。地勢は、九州中央山地の脊梁
を成す山々と日本三急流の一つである球磨川水系が
作り出した平地とによって成り、典型的な盆地を形成
している。球磨地方は、人吉盆地を中心とした内陸的
な気候と山地型の気候となっており、平均気温は、
15.5℃、年間降水量2,879㎜と多く、その豊富な雨水
が大地を潤している。また、地形上からか気温差が大
きいため霧の発生数がかなり多い。

　本圏域は、人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯
前町、水上村、相良村、五木村 、山江村及び球磨村
の1市4町5村で構成されており、南九州三県都(熊本
市、宮崎市、鹿児島市)のほぼ中心部にあたり、東南
を宮崎県、南を鹿児島県と境し、熊本県の東南端に
位置する｢人吉盆地｣一帯である。

　本圏域は、紀元前5～6千年前の狩猟を主とした生
活の時代から既に人々が住み着き、弥生時代には、
発展的な農耕社会が形成されていたと想定される。
鎌倉初期からは、幕府の命を受け地頭として入荘した
相良氏が統治するところとなり、明治維新まで実に
700年余に亘り継承されている全国でも珍しい地域で
ある。また、廃藩置県の際には、人吉県が置かれ、そ
の後いく度かの地方自治制度の変遷を経て、現在に
至っている。平成27年4月24日に、人吉球磨のストー
リーが日本遺産｢相良700年が生んだ保守と進取の文
化 ～日本でもっとも豊かな隠れ里─人吉球磨～｣とし
て認定された。また、日本遺産の構成文化財である
「幸野溝、百太郎溝水路群」が平成28年11月に「世界
灌がい施設遺産」に認定、登録された。

茅葺建築初の国宝「青井阿蘇神社」

森林セラピー「市房山」

人吉球磨盆地（紅取山展望所）

ラフティング「日本三急流 球磨川」
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（５） 人口の推移（国勢調査）

(単位：人)

39,373 38,814 37,583 35,611 33,880 31,108

12,095 11,975 11,647 11,075 10,766 10,288

5,655 5,404

6,248 5,991

3,025 2,935

1,559 1,471

2,046 1,950

12,701 12,072 11,398 10,554 9,791 9,076

5,350 5,018 4,726 4,375 3,985 3,627

2,919 2,706 2,597 2,405 2,232 2,033

5,756 5,526 5,398 4,934 4,468 4,070

1,687 1,530 1,358 1,205 1,055 931

4,118 4,104 3,901 3,681 3,422 3,238

5,665 5,201 4,786 4,249 3,698 2,433

68,824 65,883 63,111 59,116 54,940 50,372

108,197 104,697 100,694 94,727 88,820 81,480

△ 2.8 △ 3.3 △ 3.9 △ 6.2 △ 6.6 △ 9.0

1,859,793 1,859,344 1,842,233 1,817,426 1,786,969 1,738,301

1.0 0.0 △ 0.9 △ 1.3 △ 1.6 △ 2.7前 回 比 較

山 江 村

球 磨 村

球 磨 郡 計

圏 域 計

前 回 比 較

熊 本 県 計

五 木 村

相 良 村

多 良 木 町

湯 前 町
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平成22年
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あさぎり町

（旧深田村）

あさぎり町

（旧須恵村）

あさぎり町

（旧岡原村）

あさぎり町

（旧免田町）

あさぎり町

（旧上村）

錦町

人吉市

（人）

（年）

※平成17年からの国勢調査人口では、平成15年4月1日にあさぎり町（旧上村、免田町、岡原町、須恵村及び

深田村）が誕生したことにより、グラフ表示は旧上村と同色で表示。

【人口の推移（国勢調査）】
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３　構成市町村の概要

31,108 210.55

新たな価値
の創造　次
なる挑戦へ
～　未来協
創都市ひと
よし

農 振
農 産
特定農山村

ＳＬ人吉、からくり時計、
ラフティング、球磨川下
り、人吉城跡（人吉城歴
史館）、人吉温泉、青井
阿蘇神社、相良家墓地、
武家屋敷、大村横穴群、
人吉梅園、人吉クラフト
パーク石野公園、鹿目の
滝、球磨焼酎、鮎、木製
品（きじ馬、花手箱）、鍛
冶刃物、人吉鉄道ミュー
ジアムMOZOCAステー
ション868

〒868-0072
人吉市西間下町字永
溝 7 番地 1
TEL（0966）22-2111
FAX（0966）24-7869

10,288 85.04
剣豪とフ
ルーツの里
にしきまち

農 振
農 産
棚 田
( 一 部 )

大平渓谷、桑原家住
宅、丸目蔵人佐の墓、
道の駅錦、錦・くらん
ど公園、新宮寺六観
音、球磨カントリー倶
楽部、ツクシイバラ、
ほるもん街道、梨、
桃、メロン、茶、球磨
焼酎、刃物、NISHIKI
sg、平成峠展望所、木
造釈迦如来座像、京ヶ
峰横穴墓群、一武八幡
宮、錦太郎、にしきひ
みつ基地ミュージア
ム、剣道

〒868-0302
錦町大字一武1587

TEL（0966）38-1111
FAX（0966）38-1575

14,676 159.56

若者が活躍
する町　豊
かな町　幸
せ感じるあ
さぎり町

過 疎
山 村
( 一 部 )
農 振
農 産
特定農山村
（ 一 部 ）

谷水薬師、白髪岳、麓
城址、おかどめ幸福
駅、ビハ公園キャンプ
場、天子の水公園、遠
山桜、丸池のリュウキ
ンカ、勝福寺、あさぎ
り町ヘルシーランド、
あさぎり町農産加工セ
ンター、深田ふれあい
市場、熊本クラウンゴ
ルフ倶楽部、米、イチ
ゴ、メロン、タバコ、
大豆、球磨焼酎

〒868-0408
あさぎり町免田東
1199番地

TEL（0966）45-1111
FAX（0966）45-3667

9,076 165.86

歴史とロマ
ンの里＆ス
カイスポー
ツの町

過 疎
山 村
( 一 部 )
農 振
農 産
特定農山村

棚 田

青蓮寺、王宮神社、太
田家住宅、百太郎公
園、栖山観音、中山観
音、えびすの湯、交流
館石倉、ブルートレイ
ンたらぎ、平成悠久
石、妙見野自然の森展
望公園・結の鐘、桜づ
つみ公園、メロン、イ
チゴ、タバコ、球磨焼
酎、桃、梨

〒868-0595
多良木町大字多良木
1648

TEL（0966）42-6111
FAX（0966）42-2293

3,627 48.37
マイ　ホー
ムタウン
ゆのまえ

過 疎
農 振
農 産
特定農山村

グリーンパレス、親子
大水車、城泉寺、八勝
寺、まんが美術館、宝
陀寺観音、潮神社、ゆ
のまえ温泉「湯楽
里」、球磨焼酎、メロ
ン、いちご、ぶどう、
市房漬

〒868-0621
湯前町1989-1

TEL（0966）43-4111
FAX（0966）43-3013

湯前町

多良木町

あさぎり町

錦　町

役所所在地
電話・ＦＡＸ番号

人吉市

市町村名
人口
（人）
※1

総面積
（㎢）
※2

キャッチ
フレーズ

地　域
指　定

観光物産
特産物等
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2,033 190.96

新しい水上
の創造　始
動から加速
へ！

過 疎
山 村
農 振
農 産
国定公園
( 一 部 )
特定農山村

棚 田

湯山温泉、球磨川水
源、市房山・市房大
杉・森林セラピー基
地、生善院観音堂、白
水滝の吊り橋、ほいほ
い広場、市房ダム湖周
辺桜、水上スカイヴィ
レッジ、シャクナゲ、
そば、栗、イチゴ、メ
ロン、茶、木工品

〒868-0795
水上村大字岩野90

TEL（0966）44-0311
FAX（0966）44-0662

4,070 94.54
清流「川辺
川」の里
相良村

過 疎
山 村
( 一 部 )
農 振
農 産
特定農山村

仰烏帽子山・福寿草、
雨宮神社、十島菅原神
社、相良村温泉「茶湯
里」、かっぱの墓、
茶、メロン、鮎

〒868-8501
相良村大字深水2500-1

TEL（0966）35-0211
FAX（0966）35-0011

931 252.92
自然が奏で
る子守唄の
里

過 疎
山 村
農 振
農 産
国定公園
( 一 部 )
特定農山村

子守唄公園、五木物産
館「山の幸」、五木温
泉「夢唄」、バンジー
ジャンプ、端海野キャ
ンプ場、大滝自然森林
公園、白滝公園、大通
峠公園、茶、栗、椎
茸、そば、豆腐、豆腐
の味噌漬け、ヤマメ

〒868-0201
五木村甲2672番地の7

TEL（0966）37-2211
FAX（0966）37-2215

3,238 121.19

九州山江村
の挑戦　人
が元気、自
然が元気、
地域が元気

過 疎
山 村
農 振
農 産
特定農山村

高寺院、山江温泉「ほ
たる」、山江村物産館
「ゆっくり」、時代の
駅むらやくば、淡島神
社、山田大王神社、丸
岡公園、尾寄崎キャン
プ場、歴史民俗資料
館、ボンネットバス
「マロン号」、米、
栗、栗まんじゅう、ヤ
マメ、つつじ

〒868-8502
山江村大字山田甲
1356番地の1

TEL（0966）23-3111
FAX（0966）24-5669

2,433 207.58
急流と鍾乳
洞の里

過 疎
山 村
農 振
農 産
特定農山村

棚 田
( 一 部 )

一勝地温泉「かわせ
み」、球泉洞、森林館
エジソンミュージア
ム、くま川下り、ラフ
ティング、日本棚田百
選「鬼ノ口棚田」「松
谷棚田」、柴立姫神
社、神瀬の石灰洞窟、
高沢鍾乳洞、梨、栗、
鮎、一勝地曲げ、球磨
焼酎

〒869-6401
球磨村大字渡丙1730
番地

TEL（0966）32-1111
FAX（0966）32-1230

81,480 1,536.57

※１ 令和２年国勢調査による。

※２ 令和５年全国都道府県市区町村別面積調による。

合　計

球磨村

山江村

五木村

相良村

役所所在地
電話・ＦＡＸ番号

水上村

市町村名
人口
（人）
※1

総面積
（㎢）
※2

キャッチ
フレーズ

地　域
指　定

観光物産
特産物等
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４　圏域の沿革

人吉球磨広域市町村圏として自治省より第一次指定を受ける。（全国で５５圏域）

人吉球磨広域市町村圏協議会設立（１４市町村）

人吉球磨広域市町村圏計画（第一次）策定《Ｓ４５～Ｓ５４》

人吉球磨広域事業組合設立（１４市町村）

人吉球磨広域事業組合検診車（１号車）、建設機械３台購入

人吉保健衛生組合伝染病隔離病舎完成（人吉市）

人吉球磨広域事業組合道路維持管理センター設置

上中球磨と畜場組合設立（８町村）

人吉球磨広域事業組合建設機械７台購入

川辺川総合土地改良事業組合設立（７市町村）

人吉球磨広域事業組合建設機械車庫完成（人吉市、多良木町）

球磨広域事業組合ごみ処理場併用開始（免田町）

人吉球磨広域事業組合特別養護老人ホーム福寿荘（定員５０人）開所（湯前町）

人吉衛生施設組合設立（５市村）

人吉球磨広域事業組合ユースホステル完成（水上村）

人吉球磨広域事業組合プール完成（水上村）

人吉下球磨消防組合設立（６市町村）

上球磨消防組合設立（８町村）

人吉衛生施設組合し尿処理場完成（人吉市）

上球磨消防組合庁舎完成（多良木町）

人吉下球磨消防組合北分署業務開始（五木村）

球磨広域事業組合し尿処理場完成（免田町）

人吉下球磨消防組合東分署、西分署完成（錦町、球磨村）

人吉保健衛生組合と畜場完成（錦町）

人吉衛生施設組合し尿処理場管理棟完成（人吉市）

人吉球磨広域事業組合福寿荘増設（定員８０人）

人吉球磨広域事業組合建設機械３台更新

人吉衛生施設組合ごみ処理場完成（山江村）

人吉衛生施設組合粗大ごみ破砕処理施設完成（山江村）

建設省よりモデル生活圏（球磨地方生活圏）の指定を受ける。

人吉球磨広域事業組合検診車（２号車）購入

人吉球磨広域事業組合建設機械６台更新

新広域市町村圏計画（第二次）策定《Ｓ５５～Ｈ２》

湯前町水上村斎場組合斎場改築（水上村）

国土庁よりモデル定住圏の指定を受け球磨モデル定住圏計画を策定する。《Ｓ５５～Ｈ２》

自治省より地域経済振興対策地域の指定を受ける。《Ｓ５６～Ｓ５８》

自治省の指定を受け、人吉球磨田園都市中核施設整備計画を策定する。

人吉衛生施設組合一般廃棄物埋立処分場完成（相良村）

人吉球磨広域事業組合福寿荘増設（定員１４０人）

人吉球磨広域事業組合福寿荘移動入浴サービス業務開始

自治省のまちづくり特別対策事業が始まる。

人吉球磨広域事業組合田園都市中核施設（カルチャーパレス）開館（人吉市）

昭和45年 3月

昭和46年 1月

3月

3月

11月

昭和49年 1月

1月

4月

年　月 広 域 の 動 き

昭和44年 8月

10月

11月

昭和47年 1月

3月

4月

8月

6月

昭和48年 1月

10月

昭和50年 1月

1月

4月

9月

9月

昭和52年 3月

3月

9月

1月

7月

8月

昭和55年 3月

3月

3月

昭和53年 7月

7月

昭和54年 3月

7月

8月

昭和59年 5月

昭和56年 11月

昭和57年 3月

昭和57年 3月

10月
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年　月 広 域 の 動 き

球磨郡公立多良木病院組合病院移転新築、診療開始（多良木町）

人吉保健衛生組合上球磨８町村の伝染病業務受託

自治省より地域経済活性化対策推進地域の第二次指定を受ける。《Ｓ６０～Ｓ６４》

球磨モデル定住圏計画（ローリング）策定《Ｓ６０～Ｓ６４》

人吉衛生施設組合葬斎場完成（人吉市）

球磨広域事業組合ごみ最終処分場完成（深田村）

人吉球磨広域事業組合検診車（３号車）購入

人吉下球磨消防組合消防本部、中央消防署移転新築及び中分所（相良分遣所）完成（人吉市・相良村）

自治省よりふるさと市町村圏第一次モデル圏域の指定を受ける。（全国２３圏域）

自治省より新地域経済活性化対策推進地域の第二次指定を受ける。《Ｈ２～Ｈ６》

人吉球磨ふるさと市町村圏計画（第三次広域市町村圏計画）策定《Ｈ３～Ｈ１２》

新球磨地方生活圏計画策定《Ｈ３～Ｈ１２》

人吉球磨地区廃棄物対策協議会設立

人吉球磨広域行政組合人吉伝染病隔離病舎完成（人吉市）

人吉球磨広域行政組合第二食肉センター改築（錦町）

人吉球磨広域行政組合福寿荘移動入浴サービス業務廃止

人吉球磨広域行政組合ユースホステル及びプールを水上村へ譲渡

人吉球磨広域行政組合検診車（４号車）購入

熊本県広域市町村圏連絡協議会設立

自治省よりまちづくり特別対策事業の総合事業が採択される。《Ｈ５～Ｈ９》

人吉球磨広域行政組合免田リサイクルステーション完成（免田町）

人吉球磨広域行政組合水上葬斎場待合室増設（水上村）

球磨地域大学設置促進協議会設立

個性的で活力ある広域行政圏の第一回自治大臣表彰を受ける。（全国で８圏域）

もっとリサイクル推進計画（ゴミ処理基本計画）策定

人吉球磨広域行政組合梢山最終処分場完成（人吉市）

国土庁より平成７年度学園都市・地区基本計画策定調査実施地域の内定を受ける。（全国で４地域）

自治省より地域経済基盤強化対策推進地域の第二次指定を受ける。《Ｈ７～Ｈ９》

生活排水処理基本計画、し尿処理施設整備基本計画策定調査報告書策定

人吉球磨地域学園都市・地区基本計画策定調査報告書策定

人吉球磨ふるさと市町村圏計画後期基本計画策定《Ｈ８～Ｈ１２》

人吉球磨広域行政組合福寿荘大規模改修

人吉球磨歴史文化拠点施設整備調査報告書策定

人吉球磨広域行政組合福寿荘定員２０人削減（定員１２０人）

人吉球磨広域行政組合福寿荘定員１０人削減（定員１１０人）

自治省より新地域経済基盤強化対策推進地域の第二次指定を受ける。《Ｈ１０～Ｈ１２》

水上葬斎場駐車場用地取得（水上村大字岩野字下鶴２８６３番地、２８６４番地購入）

人吉球磨広域行政組合伝染病隔離病舎業務廃止

人吉球磨広域行政組合に介護老人福祉事業及び短期入所生活介護事業に関する事務を追加

人吉球磨広域行政組合免田葬斎場本体（天翔苑）供用開始

食肉センター病畜と室改築

人吉球磨広域行政組合福寿荘定員２０人削減（定員９０人）

12月

昭和60年 3月

3月

10月

10月

人吉球磨広域行政組合（（７組合及び１協議会の複合）人吉保健衛生組合、湯前町水上村斎場組合、
中球磨町村立火葬場組合、人吉球磨広域事業組合、球磨広域事業組合、上球磨と畜場組合、人吉衛生
施設組合及び人吉球磨広域行政市町村圏協議会）設立

平成2年 3月

10月

昭和61年 3月

平成元年 4月

平成3年 3月

5月

8月

8月

10月

4月

10月

平成5年 8月

9月

平成4年 2月

4月

10月

平成7年 3月

3月

10月

平成6年 3月

3月

平成8年 2月

3月

3月

5月

6月

6月

5月

7月

平成11年 2月

10月

平成9年 3月

平成10年 4月

6月

7月

4月

平成12年 4月

6月
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年　月 広 域 の 動 き

第二次人吉球磨ふるさと市町村圏計画（第四次広域行政市町村圏計画）策定《Ｈ１３～Ｈ２２》

総務省より新地域経済基盤強化対策推進地域として前対策より引き続き指定を受ける《Ｈ１３～Ｈ１５》

人吉球磨広域行政組合第一食肉センター業務廃止

人吉球磨広域行政組合地球温暖化対策実行計画策定

人吉球磨広域行政組合「人吉球磨クリーンプラザ」供用開始

生活排水処理基本計画、汚泥再生処理センター整備基本計画書策定

人吉球磨広域行政組合検診車（５号車）購入

人吉球磨広域行政組合福寿荘大規模改修《Ｈ１５.７.１６～Ｈ１５.１１.１４》

人吉球磨広域行政組合議会事務局設置

人吉球磨広域行政組合水上葬斎場待合室棟調理室増築《Ｈ１７.８．２３～Ｈ１７.１１．３０》

人吉球磨広域行政組合食肉センターを全国開拓農業協同組合連合会へ指定管理者として指定

第二次人吉球磨ふるさと市町村圏計画（後期基本計画）策定《Ｈ１８～Ｈ２２》

人吉球磨広域行政組合汚泥再生処理センター供用開始

水上葬斎場駐車場用地取得（水上村大字岩野字下鶴２８６５番地、２８６６番地購入）

機構改革（１局５課１７係から１局３課１５係にスリム化）

人吉球磨広域行政組合検診車（６号車）購入

機構改革（１局３課１５係から１局４課１３係に変更）

機構改革（１局４課１３係から１局４課１４係に変更）

人吉球磨広域行政組合多良木火葬場閉鎖（多良木町は免田葬斎場へ編入）

人材育成基本方針策定

第三次人吉球磨ふるさと市町村圏計画策定≪Ｈ２５～Ｈ３２≫

梢山最終処分場解体工事完了

旧山江ごみ処理場解体工事完了

機構改革（１局４課１４係から１局５課１４係に変更）

アクアパーク多目的広場供用開始

旧免田ごみ・し尿処理場解体工事着工

人吉球磨広域行政組合免田葬斎場１炉増設≪Ｈ２５.７.８～Ｈ２６.３.２１≫

人吉球磨広域行政組合水上葬斎場待合棟僧侶控室等増築≪Ｈ２５.１２.１３～Ｈ２６.３.３１≫

一般廃棄物(ごみ)処理基本計画、生活排水処理基本計画策定

機構改革（１局５課１４係から１局５課１５係に変更）

旧免田ごみ・し尿処理場解体工事完了≪Ｈ２５.８.１９～Ｈ２６.９.３０≫

機構改革（１局５課１５係から１局５課１６係に変更）

5月
ごみ焼却施設第１期大規模整備工事（初年度）　着工（平成22年度から平成26年度の５年間に単年度事業として実
施）

平成27年 3月
ごみ焼却施設第１期大規模整備工事（最終年度）　着工（平成22年度から平成26年度の５年間に単年度事業として
実施）工事請負金額（５か年度）総計　1,395,838,950円

平成13年 3月

12月

平成15年 3月

3月

6月

平成14年 3月

3月

平成18年 9月

平成19年 3月

4月

11月

平成17年 4月

11月

定住自立圏構想推進要綱の制定に伴い広域行政圏計画策定要綱（平成12年3月31日自治振第53号）及び
ふるさと市町村圏推進要綱（平成11年4月21日自治振第51号）の廃止

平成22年 3月
水上葬斎場駐車場用地取得
（水上村大字岩野字下鶴２８６８番地、２８７０番地、上球磨土地改良区より寄付）

5月

10月

平成20年 4月

平成21年 3月

4月

平成24年 4月

9月

平成23年 3月
田園都市中核施設冷暖房設備改修工事竣工
（設計監理業務委託4,725,000円・工事請負費89,715,000円総額94,440,000円）

4月
規約改正、共同処理する事務から、と畜場及び田園都市中核施設の設置、管理及び経営に関する事務の廃止
田園都市中核施設を人吉市へ無償譲渡　と畜場については、全国開拓農業協同組合連合会へ売却

3月

3月

4月

4月

11月
規約改正、人吉球磨広域行政組合組合事務庁舎移転
（人吉市下城本町1578番地1から人吉市中神町字城本1348番地1に変更）

11月

平成25年 1月

3月

4月

9月

4月

8月

平成26年 3月

3月
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年　月 広 域 の 動 き

ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーン実行委員会事務局を人吉市から移管

人吉球磨クリーンプラザ稼働延長に関する覚書締結（赤池水無町外園、赤池原町、赤池水無町）

人吉球磨クリーンプラザ稼働延長に関する協定書締結（赤池水無町外園、赤池原町、赤池水無町）

第三次人吉球磨ふるさと市町村圏計画（後期基本計画）策定≪Ｈ２９～Ｈ３２≫

特別養護老人ホーム福寿荘中長期財政計画策定≪Ｈ２９～Ｈ３６≫

特別養護老人ホーム福寿荘民営化検討委員会設置

10市町村と観光関係団体により日本遺産人吉球磨観光地域づくり協議会が設立（組合職員を派遣）

特別養護老人ホーム福寿荘民営化基本方針策定

ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーン実行委員会を日本遺産人吉球磨観光地域づくり協議会へ統合

特別養護老人ホーム福寿荘民営化実施計画策定

特別養護老人ホーム福寿荘移譲法人選定委員会設置

機構改革(１局５課１６係から１局５課１５係に変更)

上球磨消防組合消防庁舎新築完成（多良木町）

医療法人「八紘会」が熊本県に対し、社会福祉法人「紘健会」の社会福祉法人設立許可申請を提出

熊本県から社会福祉法人「紘健会」として認可

胸部検診車及び同積立基金を球磨郡公立多良木病院企業団へ移譲

特別養護老人ホーム福寿荘・社会福祉法人紘健会へ移譲

機構改革（１局５課１５係から1局４課８係に変更）

令和２年７月豪雨災害により汚泥再生処理センター（アクアパーク）被災

汚泥再生処理センター（アクアパーク）災害復旧完了

機構改革（１局４課８係から１局４課４係に変更）

機構改革（１局４課４係から１局２課３係に変更）

一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定

機構改革（１局２課３係から１局２課２係に変更）

ごみ焼却施設第二期大規模整備工事（令和４年度～令和５年度の２か年継続事業）着工
工事請負金額1,039,500,000円

平成29年 2月

2月

5月

4月

平成28年 3月

12月

12月
人吉球磨クリーンプラザ稼働延長に関する条件整備に伴い赤池活性化センターの公民館部分（土地及び建物）を
赤池水無町外園町内会へ譲渡（人吉市赤池水無町字外園６３０番地４）

平成30年 3月

5月

6月
人吉球磨クリーンプラザ稼働延長に関する条件整備に伴う赤池観音駐車場用地取得
（人吉市赤池水無町字水無５９６番地１、５９７番地１、５９７番地３購入）

9月
人吉球磨クリーンプラザ稼働延長に関する条件整備に伴う赤池観音駐車場用地を駐車場整備のため人吉市へ譲渡
（人吉市赤池水無町字水無５９６番地１、５９７番地１、５９７番地３）

令和元年 7月
特別養護老人ホーム福寿荘移譲法人選定委員会の選定結果のとおり、医療法人「八紘会」を福寿荘移譲法人優先
候補者１位として理事会で決定

8月

10月

6月

11月

平成31年 1月

4月

4月

7月

3月

令和2年 1月

4月

4月

令和3年 4月

令和4年 4月

令和5年 3月

4月

5月
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人吉球磨広域行政組合

第 ２ 章



１　共同処理事務

⑴　広域にわたる総合的な計画の策定並びに広域行政事務の実務及び連絡調整に関する事務

⑵　前号の計画のうち、ふるさと市町村圏計画で定める広域活動計画に基づき行う地域活性化、

　高度情報化及び知的活動環境の向上事業に関する事務

⑶　削除

⑷　削除

⑸　削除

⑹　し尿処理施設の設置、管理及び経営に関する事務並びにその他し尿の収集・運搬及び処分に

　関する一切の事務（人吉市、相良村、五木村、山江村及び球磨村については、し尿処理施設の

　設置、管理及び経営に関する事務に限る。）

⑺　ごみ処理施設の設置、管理及び経営に関する事務

⑻　火葬場の設置、管理及び経営に関する事務

⑼　削除

⑽　削除

※　廃止事務　　

◎移動入浴車（H4.4.1）

◎ユースホステル及び併設プール（H4.4.1）

◎伝染病隔離病舎（H11.4.1）

◎ごみの収集・運搬及び処分に関する一切の事務（H15.4.1）

　　　（錦町、多良木町、湯前町、水上村、あさぎり町）

◎と畜場の設置、管理及び経営に関する事務（H23.4.1）

◎田園都市中核施設の設置、管理及び経営に関する事務（H23.4.1）

◎特別養護老人ホームの設置、管理及び経営に関する事務（R2.4.1）

◎介護老人福祉事業及び短期入所生活介護事業に関する事務（R2.4.1）

◎検診車の設置、管理及び経営に関する事務（R2.4.1）

２　組合の組織

あさぎり町 2人

合 計 23人

五 木 村 2人

山 江 村 2人

球 磨 村 2人

（1）議会（令和５年４月１日現在）

市 町 村 名 議員定数 ・定数の変遷
　３６人（平成元年１０月１日～）
　３０人（平成１５年４月１日～）
　　※定数削減経過措置（５町村合併）（次回任期満了まで）
　　　　あさぎり町　５人（～平成１６年４月３０日）
　２３人（令和５年４月１日～)
　　※定数削減経過措置（次回任期満了まで）
　　　　人吉市　　　８人（～令和５年４月３０日）
　　　　錦　町　　　３人（～令和５年４月２０日）
　　　　多良木町　　３人（～令和５年４月３０日）
　　　　あさぎり町　４人（～令和６年４月３０日）

・選出方法は、構成市町村議会議員のうちから選出
・定例会は年３回（８月、１２月、３月）
・委員会構成
　　議会運営委員会（８人）
　　決算特別委員会（８人）

人 吉 市 5人

錦 町 2人

多 良 木 町 2人

湯 前 町 2人

水 上 村 2人

相 良 村 2人
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イ 監査委員（令和５年５月１日現在）

・定数２人（有識者 １人、議員選出 １人）

ウ 事務局（令和５年５月１日現在）

・常勤職員 　２３人(うち派遣職員１人)

・会計年度任用職員 　１３人　  計　３６人

人 吉 葬 斎 場

副代表理事

球磨郡町村会会長水 上 村 長 中 嶽 弘 継 水 上 葬 斎 場

代表理事 人 吉 市 長 松 岡 隼 人

ア ク ア パ ー ク
（汚泥再生処理センター）

－人吉球磨クリーンプラザ

（２）執行機関

ア 理事会（令和５年５月１５日現在）

職 名 氏 名 所 管 施 設 備 考

理事

錦 町 長 森 本 完 一 － －

あさぎり町長 北 口 俊 朗

免 田 葬 斎 場

－

免田リサイクルステーション

深 田 最 終 処 分 場

旧免田し尿処理場(し尿中継槽)

球 磨 村 長 松 谷 浩 一 － －

多 良 木 町 長 吉 瀬 浩 一 郎 － 球磨郡町村会副会長

五 木 村 長 木 下 丈 二 － －

湯 前 町 長 長 谷 和 人 － －

相 良 村 長 吉 松 啓 一 相 良 最 終 処 分 場 －

山 江 村 長 内 山 慶 治 － ー
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人吉球磨観光地域づくり協議会

※ は常勤職員

※ は会計年度任用職員

※ は兼務職

所　属　課

配置職員数の内訳

（３）人吉球磨広域行政組合行政機構図

うち派遣

議　会
（２５人）

監　査
（２人）

会計担当
兼:総務係主事

職　員 会計年度
任用職員

計

課長補佐

会計年度

23人 1人 13人 36人

議会事務局及び会計管理者機関

総務課
（事務局長及び事務局次長含む）

環境課

計

9人 1人 2人 11人

0人 － － 0人

14人 － 11人 25人

課付
（１人）

派遣

（１１人）

会計年度
（１人）

総務係 環境係
（５人） （１２人）

会計年度
（１人）

兼:総務課長補佐 兼：総務課参事 （１人） （１人）

（監査事務局兼務）

課　長 課　長
兼：事務局次長 （１人）

会計管理者 議会事務局長 課長補佐

（１人）

事務局次長

（１人）

令和5年5月16日現在

事務局長

理事会
（１０人）

・代表理事　　１人
・副代表理事　２人
・理事　　　　７人

議会事務局 環 境 課総 務 課会 計
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３　組合が管理している施設概要

　【　人吉葬斎場　】

（目　的）

（主な利用市村）

（施設概要）

⑴ 所 在 地 〒８６８－００２１　人吉市鬼木町１７８５番地

ＴＥＬ（０９６６）２２－２３１０　　ＦＡＸ（０９６６）２２－５２８８

⑵ 建設年度 昭和59年度新設、平成24年度(身障者トイレ等設置)

平成25年度(待合棟屋根防水改修)、平成26年度(火葬棟屋根防水改修)

平成27年度～平成30年度(火葬炉大型炉改修)

平成29年度～平成30年度(空調機器更新)

令和元年度(火葬棟屋根防水塗装工事)

⑶ 事 業 費 ２１２，９３９千円

⑷ 面　　積 敷地：１７，４９２㎡　　建物：６９１．０３㎡　　倉庫（住宅）含む

⑸ 設 備 等 火葬炉４基

冷却室４基

汚物炉１基

告別室

収骨室

待合室３室

ロビー

事務室

(利用実績) (単位：体)

市村名

 年度

　圏域内の三つの火葬場は、組合が「墓地、埋葬に関する法律」（昭和23年5月31日法律第48号）第

10条の規定により熊本県知事の許可を受けて設置し、圏域住民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生

その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として管理運営する組合の施設です。

　人吉葬斎場は、人吉市、相良村、五木村、山江村及び球磨村の１市４村の負担金で共同利用してい

る施設です。

人吉市 相良村 五木村 山江村 球磨村 区域外 計

88 791

令和元年度 499 74 19 53 74 77 796

平成30年度 481 69 25 41 87

67 774

令和3年度 491 76 19 53 75 75 789

令和2年度 504 63 14 43 83

67 872令和4年度 572 80 28 47 78
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　【　免田葬斎場 （天翔苑）　】

（主な利用町村）

（施設概要）

⑴ 所 在 地 〒８６８－０４０８　球磨郡あさぎり町免田東２４０２番地１

ＴＥＬ（０９６６）４５－０００４　（ＦＡＸ兼用）

⑵ 建設年度 平成11年～12年度新設、平成25年度(火葬炉１炉増設)

⑶ 供用開始 平成12年6月

⑷ 事 業 費 ５１１，１１４千円

⑸ 面　　積 敷地：６，５７４㎡　　建物：１，１３７.５２㎡

⑹ 設 備 等 火葬炉４基

冷却室４基

告別室

炉前ホール

収骨室

中央監視室

事務室

(利用実績) (単位：体)

町村名

年度

493

　免田葬斎場は、錦町、あさぎり町及び多良木町の３町の負担金で共同利用をしている施設です。

　また、平成２４年１０月から多良木火葬場の老朽化に伴い免田葬斎場へ統合し、平成２５年度には

超大型火葬炉（１基）を増設しています。

錦町 あさぎり町 多良木町 区域外 計

平成30年度 90 226 146 31

524

令和元年度 102 242 163 25 532

令和2年度 109 216 147 52

616

令和3年度 124 260 174 33 591

令和4年度 120 255 172 69

－14－



　　【　水上葬斎場 （菩提苑）　】

（主な利用町村）

（施設概要）

⑴　所 在 地 〒８６８－０７０１　球磨郡水上村大字岩野２８５９番地

ＴＥＬ（０９６６）４４－０８３８　（ＦＡＸ兼用）

⑵　建設年度 昭和54年度新設、平成5年度(待合室増築)、平成17年度(調理室増築)、

平成21年度(駐車場舗装工事)、平成25年度(待合棟増築、身障者トイレ設置)、

平成26年度(火葬棟屋根改修)、平成27年度(合併浄化槽設置)、

平成28年度(火葬炉大型炉改修:い号炉)、平成29年度(待合棟空調機更新)、

平成30年度(火葬炉大型炉改修:ろ号炉)

令和元年度(渡廊下及び火葬棟玄関屋根補修工事)

⑶　事 業 費 ９５，０５０千円、１９，２６１千円（待合室改築）

⑷　面　　積 敷地：４,８５７．５９㎡　　建物：４９６．３５㎡

⑸　設 備 等 火葬棟：火葬炉２基

　　　　事務室

待合棟：待合室

　　　　ロビー

　　　　給湯室

(利用実績) (単位：体)

町村名

年度

　水上葬斎場は、湯前町及び水上村の２町村の負担金で共同利用している施設です。

湯前町 水上村 区域外 計

令和元年度 69 36 22 127

平成30年度 70 41 17 128

令和3年度 76 39 15 130

令和2年度 65 40 15 120

令和4年度 66 40 22 128
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　【　人吉球磨クリーンプラザ　】

（目　的）

（施設概要）

⑴ 所 在 地 〒８６８－０８２４　人吉市赤池水無町１２６９番地１

ＴＥＬ　（０９６６）２２－１４１４　 ＦＡＸ　（０９６６）２２－１４１６　

⑵ 建設年度 平成１２年度～１４年度

⑶ 総事業費 約１０，７２７，９００千円

⑷ 敷地面積 全体　８８，３０４ｍ
２

　現在、全国いたるところで環境問題が提起され、なかでもごみ処理問題は、大きな社会的課題と

なっています。その中で本施設は、近代技術の粋を集めて建設されたものであり、安全性はもとより

徹底した公害防止対策を図っています。また、環境問題の取り組みの必要性をテーマにした各種啓発

コーナーや研修室、リサイクル工房などを設けると共にインターネットによる情報発信機能を活用

し、地域及び全国に向けさまざまな施設の情報やリサイクルに関する生活情報等を提供できるように

配慮しました。

ごみ分別アプリのダウンロードはこちらから⇓
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⑸ 設備等

　（ごみ焼却施設）

◇焼却炉

◇灰溶融炉 ※平成２７年度から休止

溶融スラグ（埋立処分場）、溶融飛灰（山元還元施設へ）

　（最終処分場）

◇浸出水処理棟

◇埋立処分場

３８，３００ｍ
３
（道路面高仕上げ）

ｍ
３ (埋立率：５１.５０％）

（リサイクルプラザ）

◇工場棟

◇管理棟

事務室、リサイクル展示ホール、インターネット学習コーナー

処 理 残 物 ：

５，９８０ｍ
３調 整 槽 容 量 ：

焼却主灰

燃料式溶融式（キルン式）

処 理 能 力 ： １３ｔ／２４ｈ×１炉（１３ｔ／日）

４５ｔ／２４ｈ×２炉（９０ｔ／日）

処 理 残 物 ：

可燃ごみ処 理 対 象 ：

溶 融 形 式 ：

処 理 能 力 ：

焼 却 炉 形 式 ： 全連続燃焼式焼却炉

埋 立 面 積 ： ６，３９０ｍ
２

処 理 方 式 ：

同処理棟で処理された浸出水は、ごみ焼却炉の冷却噴霧水等に利用されク
リーンプラザ以外へ放流されることはありません（クローズドシステム）。

摘 要 ：

カルシウム除去＋生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋ダイオキシン分解＋活
性炭吸着＋キレート吸着＋脱塩＋再利用

※令和３年度末埋立実績

１９，７３６

大会議室、小会議室、リサイクル工房室

埋 立 容 量 ：

溶融スラグ、不燃残渣等

埋 立 方 法 ： 準好気性埋立（セル方式）

埋 立 対 象 ：

処 理 対 象 物 ：

４０ｍ
３
／日

処 理 対 象 ：

処 理 能 力 ：

焼却主灰（セメント原料化施設へ）、焼却残渣（埋立処分場へ）、焼却
飛灰（山元還元施設へ）

不燃ごみ、粗大ごみ、ビン（透明・茶色・その他）、カン（アルミ缶・
スチール缶）、ペットボトル、新聞、雑誌、布類、飲料用紙製容器、紙
製容器包装、白色トレイ、ダンボール、金属類、有害ごみ（乾電池、水
銀計、蛍光管）　　※下線については、資源ごみ

処 理 能 力 ： ５０ｔ／５ｈ

１Ｆ：　

２Ｆ：　
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（搬入実績）

◎搬入されたごみの量（令和4年度） （単位：ｔ）

 市町村名
　区分 人吉市 錦町 あさぎり町 多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村 山江村 球磨村 合計

可 燃 ご み 9,400.31 2,339.43 3,186.18 2,003.71 815.07 347.40 855.87 196.52 662.69 510.44 20,317.62

不 燃 ご み 535.67 139.74 128.83 131.24 58.11 26.20 57.62 14.49 41.39 45.91 1,179.20

粗 大 ご み 124.23 46.21 49.14 32.74 15.17 4.52 12.41 2.80 9.61 5.91 302.74

資 源 ご み 71.14 61.73 156.38 97.04 145.36 63.74 84.49 44.49 80.30 51.76 856.43

有 害 ご み 1.54 0.75 2.06 0.50 0.40 0.16 0.22 0.21 0.00 0.17 6.01

合 計 10,132.89 2,587.86 3,522.59 2,265.23 1,034.11 442.02 1,010.61 258.51 793.99 614.19 22,662.00

◎搬入されたごみの年度別推移 （単位：ｔ）

（再資源化量）

◎資源ごみ品目別の搬入内訳量 （単位：ｔ）

新聞紙 雑誌類 ダンボール 布類 びん類 アルミ缶 スチール缶
ペット
ボトル

その他 合計

191.78 120.59 63.40 31.56 198.26 28.85 6.00 48.65 198.89 887.98

179.59 117.32 64.66 32.22 189.52 28.97 5.42 48.04 241.94 907.68

143.68 127.78 85.43 28.92 194.70 25.48 4.96 53.33 196.17 860.45

138.06 111.26 71.01 22.82 250.83 20.79 4.04 79.58 188.97 887.36

126.41 93.59 70.70 19.65 247.56 20.72 3.93 84.10 189.77 856.43

◎不燃ごみ及び粗大ごみからの再資源化量（令和4年度） （単位：ｔ）

　　市町村名
　区分 人吉市 錦町 あさぎり町 多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村 山江村 球磨村 合計

破 砕 鉄 類 82.78 23.33 22.33 20.57 9.19 3.85 8.78 2.17 6.40 6.50 185.90

破砕非鉄類 11.76 3.31 3.17 2.92 1.30 0.55 1.25 0.31 0.91 0.92 26.40

下 級 鉄 76.39 21.53 20.60 18.99 8.48 3.56 8.11 2.00 5.90 6.00 171.56

合 計 170.93 48.17 46.10 42.48 18.97 7.96 18.14 4.48 13.21 13.42 383.86

（最終処分場埋立量）

令和2年度 令和3年度

令 和 元 年 度

令 和 2 年 度

令和4年度平成30年度 令和元年度
年度

　区分

可 燃 ご み

不 燃 ご み

資 源 ご み

粗 大 ご み

20,317.62

1,179.20

856.43

302.74

20,565.51 20,816.48 20,937.20 20,499.71

品目
　年度

有 害 ご み

合 計

1,138.87 1,188.15 1,410.67 1,120.52

228.45 262.90 312.50 365.49

平 成 30 年 度

令 和 4 年 度

令 和 3 年 度

溶融スラグ

不燃残渣等

合　　計

年度
　区分

490 588480

平成30年度

480

0

令和元年度

0

490

令和2年度

0

588

（単位：ｍ
３
）

令和3年度

0

令和4年度

0

474 463

463

887.98 907.68 860.45 887.36

22,662.00

474

22,829.49 23,183.12 23,530.45 22,879.82

6.018.68 7.91 9.63 6.74
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　【　深田最終処分場　】

（目　的）

（施設概要）

⑴ 所 在 地 〒８６８－０４４２　球磨郡あさぎり町深田東１４３９番地

⑵ 建設年度 昭和５７年度～６０年度

⑶ 事 業 費 用 地：　１１３，６６２千円 造 成：　３６９，２０９千円

水処理施設：　１５８，０００千円 設　計　他：　　７２，６６３千円

総 額：　７１３，５３４千円

⑷ 面　　積 敷 地：　８４，０４７ｍ
２

建　　　物：　２６９ｍ
２
（管理棟）

⑸ 設 備 等 処理方式： 山間埋立

埋立面積： ２５，７００ｍ
２

埋立容量： ９５，８００ｍ
３

汚水処理： 接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着

処理能力： １００ｍ
３
／日

※令和4年度末埋立実績　６６，５６７㎥（埋立率：６９．４％）

（利用実績） (単位：㎥)

町村名

年度

　錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町及び水上村から排出されたごみのうち、旧免田ごみ焼却場の

焼却灰や不燃物を埋め立て管理している施設です。

　現在は、関係町村の火災廃材等を埋め立て管理しています。

0 0 0

5 0 0 156

錦町 あさぎり町 多良木町 湯前町

128 23

令和4年度

平成30年度

179

令和2年度 263

0 0

47 8 0

179 0

令和元年度

0 92令和3年度

水上村 計

0 115

0 92

34 149

0 208

0 0
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　　【　免田リサイクルステーション　】

（目　的）

（施設概要）

⑴　所 在 地 〒８６８－０４０８　球磨郡あさぎり町免田東３２４３番地

ＴＥＬ　（０９６６）４５－０４６４　

⑵　建設年度 平成６年度

⑶　事 業 費 建　　築：　６０，７７０千円 機械設備：　３３，２９０千円

調査・設計・監理：　２，５５４千円 総　　額：　９６，６１４千円

⑷　面　　積 敷　　地：　旧免田ごみ焼却場と同一敷地　

建　　物：　選別ストックヤード６３４．０３ｍ
２

管 理 棟：　１９．９８ｍ
２

⑸　設 備 等 鉄骨平屋建：　磁選機１台、アルミ選別機１台、プレス機２台、他

処理能力：　４．５ｔ／日

（利用実績） (単位：ｔ)

12.88 17.933.27

139.62 16.30 4.26

12.62

18.10 141.71

17.21

437.18198.21

439.16

457.8220.51 60.83

46.99

448.87

54.91

60.18

16.54 3.98 21.04

134.70 16.17 3.92

409.98154.84 12.69 3.25

　錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町及び水上村の資源有価物回収事業の円滑な推進を組合が一体

となって支援し、更にリサイクル推進事業の普及拡大を図ることで、廃棄物の資源化及び減量化に寄

与することを目的として建設された施設です。

品目
年度

新聞紙 雑誌類 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

23.22 20.32

22.57

令和元年度 89.00 65.05 36.31

ｽﾁｰﾙ缶びん類 ｱﾙﾐ缶布類 計

平成30年度 92.37 63.65 37.71

その他ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

令和2年度 78.69 65.38 38.81

31.9949.6963.60令和4年度

49.76令和3年度 70.76 56.15 30.51 14.81
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　　【　汚泥再生処理センター （アクアパーク）　】 

（目　的）

（施設概要）

　⑴　所 在 地 〒８６８－００８５　熊本県人吉市中神町字城本１３４８番地１

ＴＥＬ　（０９６６）２２－８５５８　　ＦＡＸ　（０９６６）２２－７２５５

　⑵　処理方式 浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式（膜分離方式）＋汚泥堆肥化方式

　⑶　処理能力 ９６㎘/日（し尿・浄化槽汚泥・集落排水汚泥）

　⑷　建設年度 平成１６年～１８年度

　⑸　建 設 費 本体工事費　３，３４９，５００千円

施工監理費　　　　４３，１７６千円

合　　　計　３，３９２，６７６千円

　⑹　敷地面積 全体　５，８８４．９１㎡

　人吉し尿処理場及び免田し尿処理場の老朽化に加え、生活様式の変化による合併浄化槽の普及、さらにロ

ンドン条約により平成１９年２月からし尿等の海洋投入処理が全面禁止になるなど、し尿処理をとりまく環境の

著しい変化に伴い、従来２施設ではこれらの変化に対応することが困難な状況になったため、これらに対応す

べく人吉球磨広域行政組合においては３ヶ年継続事業によって「汚泥再生処理センター」を建設しました。

　この施設では、浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式（膜分離方式）を採用しており、し尿等をプロ

セス用水以外の希釈水を使用せず高濃度のまま処理し、きわめて微細な粒子しか通過できない「ろ過膜」によ

り安定した処理水質を確保するとともに、施設から発生する汚泥については、堆肥として農地等へ還元する資

源化設備を併設するなど、環境保全、循環型社会形成に配慮した施設です。
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⑺ 設備等

　〔搬入から放流まで〕

◇受入貯留設備（計量・夾雑物除去）

搬入されたし尿等は、計量機で重さを計った後、受入室の受入口から投入され夾雑物除去装

置によりし渣を除去後、一時貯留されます。除去したし渣は、圧搾脱水した後場外搬出されま

す。

◇前凝集分離設備（固液分離）

し渣を除去されたし尿等は、汚泥脱水機で脱水ケー

キとろ液に固液分離されます。ろ液は主処理設備へ送

られ、脱水ケーキは資源化設備へ送られ堆肥になりま

す。

◇主処理設備（ＢＯＤ・窒素除去）

脱窒素槽・硝化槽に投入されたし尿等は、曝気装置

から供給された空気と微生物の作用によりＢＯＤ・窒

素が除去されます。生物処理後、濃縮槽で重力分離を

行ない上澄み液は凝集膜分離設備へ送られます。

◇凝集膜分離設備（ＣＯＤ・リン・ＳＳ除去）

凝集剤を注入しＣＯＤ・リンを除去します。きわめ

て微細な粒子しか通過できないろ過膜により汚泥と透

過液に固液分離されます。

◇高度処理設備（ＣＯＤ・色度除去）

膜分離された透過液は、活性炭吸着塔で残存するＣ

ＯＤ・色度が除去され無色透明の処理水になります。

◇消毒・放流設備

最後に処理水は紫外線消毒した後、河川へ放流します。

　〔資源化〕

◇資源化設備

水処理工程より発生する汚泥は、乾燥後、発酵させて堆肥にします。製品は袋詰めされて農

地などに還元されます。有機物の分解による発酵熱により、病原菌・寄生虫卵・雑草の種子は

死滅するため、衛生的かつ安全に取り扱えます。

　〔臭気対策〕

◇脱臭設備

生物脱臭、酸・アルカリ洗浄及び活性炭吸着の方法で、臭気の濃度に応じた処理を行います。
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　【　免田中継槽　】

（目　的）

　免田し尿処理場は、平成23年3月31日で閉鎖されました。

　その後、平成24年4月からは、旧免田し尿処理場の一部設備を活用し、錦町、

あさぎり町、多良木町、湯前町及び水上村の４町１村から排出されるし尿、浄

化槽汚泥及び集落排水汚泥の中継拠点として活用しています。

　【　し尿等搬入実績及び肥料利用実績　】
（し尿等搬入実績）

し尿等（し尿、浄化槽汚泥及び集落排水汚泥）の市町村別搬入実績 (単位：kL)

（肥料利用実績）

汚泥再生処理センターで生産した肥料の市町村別利用実績 (単位：袋)

※その他とは、構成市町村の行政上のために利用するとき配付したもの。

免田中継槽

市町村 下球磨 上球磨
計

年度 人吉市 相良村 五木村 山江村

3,806 4,262 1,120 839 17,419 34,751

水上村 小計

平成30年度 8,596 3,598 1,134 1,188 2,816 17,332 7,392

球磨村 小計 錦　町 あさぎり町 多良木町 湯前町

33,831

17,060 34,386

令和２年度 8,569 3,557 1,113 928 2,270 16,437 7,453

17,326 7,251 3,745 4,127 1,102 835令和元年度 8,617 3,603 1,125 1,165 2,816

3,532 1,133 1,046 2,745

3,835 4,134 1,100 872 17,394

3,672 3,920 1,062 756 16,584 33,596

17,002 34,446

令和４年度 8,864 3,539 1,092 1,052 2,465 17,012 7,174

17,444 7,371 3,724 4,099 1,091 717令和３年度 8,988

山江村 球磨村 その他 計
肥料

生産量年度

※人吉市、相良村、五木村、山江村、球磨村及び錦町の一部地域は、汚泥再生処理センターへ搬入。
※錦町（一部地域を除く）、あさぎり町、多良木町、湯前町及び水上村は、免田中継槽（旧免田し尿処理場）へ搬入

市町村
人吉市 錦　町 あさぎり町 多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村

11,936

12,692 12,793

令和元年度 2,682 1,720 1,635 500 80 20 1,280

20 1,340 60 2,360 2,300 0平成30年度 2,767 1,615 1,760 410 60

340 390 200 20

100 1,940 2,180 0 12,137

60 1,760 2,320 0 12,267 11,840

3,288 3,914

令和３年度 3,077 1,180 1,120 1,060 0 20 1,670

20 360 20 680 620 0令和２年度 638

11,049 11,00820 1,624 80 1,060 1,960 205令和４年度 2,610 1,660 860 960 10
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　　【し尿等処理体制及び処理実績】

人吉球磨地域のし尿等

年間 1日当たり
H30 34,751KL 95.2KL
R1 34,386KL 94.0KL
R2 33,831KL 92.7KL
R3 34,446KL 94.3KL
R4 33,596KL 92.0KL

人吉市・下球磨地域のし尿等 上中球磨地域のし尿等

年間 1日当たり 年間 1日当たり
H30 17,332KL 47.5KL 49.9% H30 17,419KL 47.7KL 50.1%
R1 17,326KL 47.4KL 50.4% R1 17,060KL 46.6KL 49.6%
R2 16,437KL 45.0KL 48.6% R2 17,394KL 47.7KL 51.4%
R3 17,444KL 47.7KL 50.6% R3 17,002KL 46.5KL 49.4%
R4 17,012KL 46.6KL 50.6% R4 16,584KL 45.4KL 49.4%

中継運搬
免田中継槽（旧免田し尿処理場貯留設備）

肥料生産量 中継運搬量

年間 1日当たり
H30 191,895kg 12,793袋 H30 16,314KL 44.7KL
R1 179,040kg 11,936袋 R1 17,007KL 46.5KL
R2 58,710kg 3,914袋 R2 6,270KL 17.2KL
R3 177,600kg 11,840袋 R3 16,547KL 45.3KL
R4 165,120kg 11,008袋 R4 16,332KL 44.7KL

年度
搬入量

年度
搬入量

割合
搬入量

割合

汚泥再生処理センター

年度
生産量

年度
運搬量

年間

年度

人吉市

球磨村

山江村

五木村

相良村

錦町

あさぎり町

多良木町

湯前町

水上村

汚泥再生処理

センター

免田中継槽
中継運搬
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人吉球磨広域行政組合規約

平成元年１０月　１日

熊本県指令地第２４号

　　　 第１章　総則

　 （組合の名称）

第１条　この組合は、人吉球磨広域行政組合（以下「組合」という。）という。

   （組合を組織する地方公共団体）

第２条　組合は、人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村

　及びあさぎり町（以下「構成市町村」という。）をもって組織する。

   （組合の共同処理する事務）

第３条　組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

　一　広域にわたる総合的な計画の策定並びに広域行政事務の実施及び連絡調整に関する事務

　二　前号の計画のうち、ふるさと市町村圏計画で定める広域活動計画に基づき行う地域活性化

　　高度情報化及び知的活動環境の向上事業に関する事務

　三　削除

　四　削除

　五　削除

　六　し尿処理施設の設置、管理及び経営に関する事務並びにその他し尿の収集・運搬及び処分

　　に関する一切の事務（人吉市、相良村、五木村、山江村及び球磨村については、し尿処理施

　　設の設置、管理及び経営に関する事務に限る。）

　七　ごみ処理施設の設置、管理及び経営に関する事務

　八　火葬場の設置、管理及び経営に関する事務

　九　削除

　十　削除

   （組合の事務所の位置）

第４条　組合の事務所は、人吉市中神町字城本１３４８番地１に置く。

   　　第２章　組合の議会

   （組合の議会の組織及び議員の選挙の方法）

第５条　組合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は２３人とし、構成市町村から選出

　される議員の数は、次のとおりとする。

　人吉市　５人　　錦　町　２人　　多良木町　２人　　湯前町　２人　　水上村　　　２人　　

　相良村　２人　　五木村　２人　　山江村　　２人　　球磨村　２人　　あさぎり町　２人

２　議員は、構成市町村の議会において、当該構成市町村の議員のうちから選挙する。

３　議員に欠員を生じたときは、当該構成市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければなら

　ない。
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   （議員の任期）

第６条　議員の任期は、構成市町村の議会の議員としての任期による。

   （議長及び副議長）

第７条　組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しなけらばならない。

２　議長及び副議長の任期は、当該議員の任期による。

   （議決の特例）

第８条　組合の議会の議決すべき事件のうち、構成市町村の一部に係るものの議決については、

　当該関係市町村から選出されている議員のそれぞれの出席議員の過半数の賛成を含む出席議

　員の過半数でこれを決する。　

２　前項に規定する議事については、当該関係市町村から選出されている議員の過半数がそれ

　ぞれ出席しなければ議決できない。

３　第３条各号の共同処理する事務に係る構成市町村の負担金割合等を定める条例（以下「負

　担金条例」という。）の制定・改廃及び第１３条第２項の負担金の総額の決定については、

　構成市町村から選出されている議員のそれぞれの出席議員の半数以上の賛成を含む出席議員

　の過半数でこれを決する。

４　前項に規定する議事については、構成市町村から選出されている議員の半数以上がそれぞ

　れ出席しなければ議決できない。　

　   　第３章　組合の執行機関

   （理事会）

第９条　組合に理事会を置く。

２　理事は、構成市町村の長をもって充てる。

   （会計管理者）

第１０条　組合に会計管理者１人を置く。

２　会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから、理事会が命ずる。

   （監査委員）

第１１条　組合に監査委員２人を置く。

２　監査委員は、理事会が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営

　管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ１人を選任する。

３　監査委員の任期は、４年とする。ただし、議員のうちから選任される者にあっては、当該

　議員の任期による。

   （事務局）

第１２条　組合に事務局を置く。

２　事務局に、事務局長その他の職員を置く。

３　事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。

４　事務局長その他の職員は、別に定めのあるものを除き、理事会が任免する。
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　   　第４章　組合の経費

   （経費支弁の方法）

第１３条　組合の経費は、財産により生じる収入、組合の事業により生じる収入、構成市町村

　の負担金及びその他の収入をもって充てる。

２　前項の負担金の総額は、理事会が、組合の議会の議決を経て定める。

３　第１項の構成市町村の負担金の額は、理事会が、負担金条例に基づき算定し、組合の議会

　の議決を経て定める。

　   　第５章　ふるさと市町村圏基金

第１４条　組合に、ふるさと市町村圏基金（以下「基金」という。）を設置する。

２　基金は、人吉球磨ふるさと市町村圏の創造的、一体的な振興整備を図るため行う第３条第

　２号に規定する事業に要する費用の支弁の財源に充てることを目的とする。

３　基金は、構成市町村からの出資その他の収入により設置する。

   （出資金総額相当額の処分の制限）

第１５条　基金財産のうち、構成市町村からの出資金総額に相当する額はこれを処分すること

　ができない。ただし、構成市町村の協議による場合は、この限りでない。

   （基金財産に対する出資市町村の権利）

第１６条　組合が解散するときは、基金財産うち、各出資市町村の出資金額に相当する額は各

　出資市町村に帰属する。

　　　附　則

１　この規則は、知事の許可のあった日から施行する。

２　組合は、知事の許可のあった日の前日をもって解散又は廃止される次の一部事務組合及び

　協議会の事務を承継する。

　一　人吉保健衛生組合　

　二　湯前町、水上村斎場組合

　三　中球磨町村立火葬場組合

　四　球磨広域事業組合

　五　人吉球磨広域事業組合（道路維持管理センターの設置、管理及び経営に関する事務を除

　　く。）

　六　上中球磨と畜場組合

　七　人吉衛生施設組合

　八　人吉球磨広域市町村圏協議会

　　　附　則（平成元年熊本県指令地第３０号）

　この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

　　　附　則（平成５年熊本県指令地第１号）

　この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

　　　附　則（平成６年熊本県指令地第１１号）

　この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

　　　附　則（平成１１年熊本県指令市町村第２号）
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　この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

　　　附　則（平成１２年熊本県指令市町村第１００号）

　この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

　　　附　則（平成１５年熊本県指令市町村第４２号）

　この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

　　　附　則（平成１５年熊本県指令市町村第４号）

   （施行期日）

１　この規約は、平成１５年４月１日から施行する。

   （議員の数に関する経過措置）

２　この規約の施行の日から平成１６年４月３０日までの間における改正後の第５条第１項の

　規定の適用については、同項中「３０人」とあるのは「３１人」と、「あさぎり町　４人」

　とあるのは「あさぎり町　５人」とする。

　　　附　則（平成１９年熊本県指令市町村第５０号）

   （施行期日）

１　この規約は、平成１９年４月１日から施行する。

   （経過措置）

２　この規約の施行の際現に在職する構成市町村の収入役は、その任期中に限り、なお組合の

　収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第１０条の規定は適用せ

　ず、改正前の第１０条第１項及び第３項の規定は、なおその効力を有する。

　　　附　則（平成２２年熊本県指令市町村第６号）

　　この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

　　　附　則（平成２３年熊本県指令市町村第１８号）

　　この規約は、平成２３年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２４年熊本県指令市町村）

　　この規約は、平成２４年１１月１日から施行する。

　　　附　則（令和２年熊本県指令市町村第１２号）

　　この規約は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和５年熊本県指令市町村第１３号）

   （施行期日）

１　この規約は、令和５年４月１日から施行する。

   （議員の数に関する経過措置）

２　この規約の施行の際現に組合議員の職にある者の数が、改正後の第５条に規定する定数を

　超えているときは、同条の規定にかかわらず、当該議員の任期中に限り、当該数をもって定

　数とする。
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人吉球磨広域行政組合負担金割合

令和4年4月1日

目 名 負 担 金 割 合

議 会 費

一 般 管 理 費

監 査 委 員 費

一 時 借 入 金 利 子

水 上 葬 斎 場 費 湯前町　６０％　　水上村　４０％

赤 池 ご み 処 理 施 設 債 元 金 及 び 利 子

ご み 処 理 施 設 周 辺 地 域 整 備 事 業 費

相 良 埋 立 処 分 費

深 田 埋 立 処 分 費 均等割　１０％　　人口割　９０％

汚 泥 再 生 処 理 セ ン タ ー 費

汚泥再生処理センター債元金及び利子

免 田 ご み ・ し 尿 処 理 場 解 体 工 事 費 均等割　１０％　　人口割　９０％

免 田 葬 斎 場 施 設 整 備 事 業 債 多良木町　１００％

赤 池 ご み 処 理 施 設 費
（免田リサイクルステーション事業費を含む。）

均等割　１０％　　人口割　１０％
利用実績割　８０％（利用実績割は、前年の1月
から12月までの利用実績による。）

均等割　１０％　　人口割　１０％
利用実績割　８０％（利用実績割は、前年の1月
から12月までの利用実績による。）

免 田 葬 斎 場 費
均等割　１０％　　利用実績割　９０％（利用実
績割は、前年の1月から12月までの利用実績によ
る。）

均等割　１５％　　人口割　７０％
基準財政需要額割　１５％

企 画 費
人吉市　４０％　　町村　６０％
町村間の負担金割合は、均等割　１０％
人口割　４５％　　基準財政需要額割　４５％

人 吉 葬 斎 場 費
均等割　２０％　　人口割　１０％
利用実績割　７０％（利用実績割は、前年の1月
から12月までの利用実績による。）
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備 考

１　赤池ごみ処理施設費における利用実績割には、資源物及び令和2年7月豪雨による災害ごみ（

　R2.11.30公布・R2.7.4適用）として搬入されたごみの量は含まないものとする。

２　人口割は、直近の国勢調査による。

３　多良木町が免田葬斎場の使用区域に新たに加わることに当たり、多良木町は、加入負担金とし

て144,212,000円(以下「加入負担総額」という。)を負担するものとし、加入負担総額は、次

の費用に充てるものとする。

① 免田葬斎場に1炉増設するものとし、増設に伴う一切の経費(以下「増設経費」という。)は、

　　多良木町が100％負担する。

② 加入負担総額から増設経費を除いた加入負担金総額残は、免田葬斎場費として平成25年度か

　　ら加入負担総額残に達するまでの費用を多良木町が100％負担する。
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　〒868-0085　
　　熊本県人吉市中神町字城本1348番地1
　　人吉球磨広域行政組合　事務局(アクアパーク内)

　　■アクアパーク（総務課、議会事務局、会計）
　　TEL 0966-23-3080　FAX 0966-22-7255

　　■人吉球磨クリーンプラザ（環境課） 
　　TEL 0966-22-1414　FAX 0966-22-1416

URL：https://www.hitoyoshikuma.com

人吉球磨広域行政組合

e-mail：info@hitoyoshikuma.coｍ
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